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産 業 消 防 常 任 委 員 会 会 議 記 録 

 

日 時  令和３年３月１８日（木曜日）                  午前１０時 ０分 開議 

場 所  水戸市議会 第４委員会室                    午前１１時３６分 散会 

──────────────────────── 

付託事件 

 議案第３０号，議案第３１号，議案第３２号中第１表中歳出中第５款，第６款中産業消防委員会所管分， 

 第７款，第９款及び第１１款中産業消防委員会所管分並びに第２表継続費中第９款並びに第３表債務負担 

 行為中産業消防委員会所管分，議案第３４号，議案第３５号，議案第３６号，議案第４７号中第１表中歳 

 出中第６款中産業消防委員会所管分，第７款及び第９款並びに第２表継続費補正中第９款，議案第４８号， 

 議案第４９号，議案第５０号，令和３年陳情第１号 

──────────────────────── 

１ 本日の会議に付した事件 

 (1) 議案審査 

  ① 議案第３０号 水戸市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

  ② 議案第３１号 水戸市火災予防条例の一部を改正する条例 

  ③ 議案第３２号 令和３年度水戸市一般会計予算中第１表中歳出中第５款（労働費），第６款（農林 

           水産業費）中産業消防委員会所管分，第７款（商工費），第９款（消防費）及び第 

           １１款（災害復旧費）中産業消防委員会所管分並びに第２表継続費中第９款（消防 

           費）並びに第３表債務負担行為中産業消防委員会所管分 

  ④ 議案第３４号 令和３年度水戸市公設地方卸売市場事業会計予算 

  ⑤ 議案第３５号 令和３年度水戸市駐車場事業会計予算 

  ⑥ 議案第３６号 令和３年度水戸市農業集落排水事業会計予算 

  ⑦ 議案第４７号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）中第１表中歳出中第６款（農林水 

           産業費）中産業消防委員会所管分，第７款（商工費）及び第９款（消防費）並びに 

           第２表継続費補正中第９款（消防費） 

  ⑧ 議案第４８号 令和２年度水戸市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第２号） 

  ⑨ 議案第４９号 令和２年度水戸市駐車場事業会計補正予算（第２号） 

  ⑩ 議案第５０号 令和２年度水戸市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

 (2) 陳情審査 

  ① 令和３年陳情第１号 水戸市消防本部南消防署移転改築工事に関する陳情 

２ 出席委員（７名） 

  委 員 長   大  津  亮  一  君   副 委 員 長   森     正  慶  君 

  委   員   田  口  文  明  君   委   員   黒  木     勇  君 

  委   員   渡  辺  政  明  君   委   員   栗  原  文  隆  君 
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  委   員   安  藏     栄  君 

３ 欠席委員（なし） 

４ 委員外議員出席者（１名） 

  議   長   内  藤  丈  男  君 

５ 説明のため出席した者の職，氏名 

副 市 長 田  尻     充  君   

産業経済部長 鈴  木  吉  昭  君 産業経済部 
参 事 

川  﨑  幹  男  君 

産業経済部 
参 事 兼 
商 工 課 長 

長 谷 川  昌  人  君 
産業経済部 
技 監 兼 
農 政 課 長 

深  澤  和  広  君 

観 光 課 長 小  林  一  仁  君 
農業環境整備 
課 長 

三  村     隆  君 

農産振興課長 後  藤  俊  之  君 
公 設 地 方 
卸売市場長 

武  田  和  馬  君 

消 防 長 小  泉  直  紀  君 消 防 次 長 大  内  康  弘  君 

消防本部参事 小  林  光  宏  君 
消 防 本 部 
参 事 兼 
救 急 課 長 

石  田  宏  一  君 

北消防署長 勝  村  俊  則  君 南消防署長 青  木     剛  君 

消防総務課長 箕  輪  重  美  君 火災予防課長 櫻  井  祐  一  君 

消防救助課長 植  木  和  弘  君   

農業委員会 
事 務 局 長 

横  山  英  雄  君 
農業委員会 
事務局次長 

吉  川  正  浩  君 

６ 事務局職員出席者 

書 記 大  内  し お り  君 書 記 島  田  祐  輔  君 
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午前１０時 ０分 開議 

○大津委員長 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから産業消防委員会を開会いたします。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 さきの本会議において当委員会に付託されました案件は，議場で配付されました議案審査分担表（１）及

び陳情文書表のとおり議案第３０号ほか９件，それに陳情１件であります。 

 それでは，審査の進め方について，お諮りします。委員会の審査日程が３日間となっておりますので，本

日はまず，執行部に提出議案の説明を求め，明日に質疑を行い，２２日月曜日に御意見等を伺った後，採決

を行い，しかる後に陳情の審査を行いたいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大津委員長 御異議なしと認め，そのように進めさせていただきます。 

 お諮りします。この際，当委員会に付託となっております議案第３０号ほか９件を一括議題としたいと思

いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大津委員長 御異議なしと認め，一括議題とします。 

 なお，執行部から主要事業関係資料の提出を受けておりますので，提出議案についての説明の後，順次説

明を求めてまいりたいと思いますが，いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大津委員長 御異議なしと認め，そのように進めさせていただきます。 

 それでは，これより執行部から順次，提出議案の説明を願います。 

 初めに，議案第３０号 水戸市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例について，

執行部から説明願います。 

 箕輪消防総務課長。 

○箕輪消防総務課長 それでは，議案書①の２０３ページをお開きください。 

 市議会議案第３０号 水戸市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て，消防本部消防総務課提出の資料に基づき，御説明をいたします。 

 １の改正理由につきましては，消防本部の名称を変更するため，関係規定の整備を行うものでございます。 

 ２の改正内容につきましては，２ページの新旧対照表で御説明いたします。 

 ２ページをお開きください。 

 第２条第２項の表中の水戸市消防本部を水戸市消防局に改めるものでございます。 

 資料の１ページにお戻りいただきまして，３の施行期日につきましては，令和３年４月１日とするもので

ございます。 

 ３ページに参照条文を添付しておりますので，後ほどお目通しをお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○大津委員長 次に，議案第３１号 水戸市火災予防条例の一部を改正する条例について，執行部から説明
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願います。 

 櫻井火災予防課長。 

○櫻井火災予防課長 それでは，議案書①の２０５ページをお開き願います。 

 市議会議案第３１号 水戸市火災予防条例の一部を改正する条例について，消防本部火災予防課提出の参

考資料により御説明いたします。 

 初めに，１の改正理由につきましては，対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴いまして，関係規定の整備を行うものでござ

います。 

 ２の改正内容につきましては，１点目としまして，対象火気設備等のうち急速充電設備に関する基準の適

用の対象を従来の５０キロワットから２００キロワットのものまで拡大するものでございます。 

 ２点目としまして，急速充電設備に関する基準の適用の対象拡大に伴いまして，急速充電設備の位置，構

造及び管理に関する基準を改正するものでございます。 

 詳細につきましては，２ページからの新旧対照表により御説明いたします。 

 水戸市火災予防条例第１１条の２におきまして，電気を動力源とする自動車等の表記を電気自動車等に，

全出力５０キロワットを全出力２００キロワットに改めるものでございます。 

 また，出力を２００キロワットまで拡大することに伴い，第１号で急速充電設備と他の建築物との距離に

関する基準を追加することを規定するとともに，ページを返していただきまして，第１３号で急速充電設備

と電気自動車を接続するためのコネクターの落下防止の措置に関することについて，第１４号で充電用ケー

ブルの温度異常の場合における自動停止措置について，ページを返していただきまして，第１６号で蓄電池

を内蔵しているものの機能の異常を検知した場合の措置について，それぞれ定めるものでございます。 

 なお，６ページに今回の改正根拠となる参照条文を，８ページに急速充電設備の概要を掲載してございま

すので，後ほど御参照願います。 

 資料の１ページにお戻りいただきまして，３の施行期日につきましては，令和３年４月１日とするもので

ございます。 

 説明については，以上でございます。 

○大津委員長 次に，議案第３２号 令和３年度水戸市一般会計予算中第１表中歳出中第５款（労働費），

第６款（農林水産業費）中産業消防委員会所管分，第７款（商工費），第９款（消防費）及び第１１款（災

害復旧費）中産業消防委員会所管分並びに第２表継続費中第９款（消防費）並びに第３表債務負担行為中産

業消防委員会所管分について，執行部から順次，説明願います。 

 初めに，第５款労働費，１項労働諸費，１目労働諸費について，長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 それでは，議案書①の２０７ページをお開き願います。 

 市議会議案第３２号 令和３年度水戸市一般会計予算中産業消防委員会所管分について，御説明いたしま

す。 

 概要につきましては，議案書②の令和３年度予算に関する説明書により，御説明いたします。 

 恐れ入りますが，１４８，１４９ページをお開き願います。 
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 下段になります。第５款労働費，１項１目労働諸費につきましては，対前年度比１.３％の減でございま

す。主なものといたしましては，職員給与費のほか，勤労者福祉サービスセンター運営補助や就職支援事業

などでございます。 

○大津委員長 次に，第６款農林水産業費，１項農業費，１目農業委員会費について，吉川農業委員会事務

局次長。 

○吉川農業委員会事務局次長 続きまして，同じく議案書②の１５０ページ，１５１ページの中段からの第

６款農林水産業費，１項農業費，１目農業委員会費につきましては，前年度比１％の減でございます。主な

経費といたしましては，農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の活動に要する経費のほか，事務局

職員給与費及び事務局経費でございます。 

 説明は以上です。 

○大津委員長 次に，２目農業総務費及び３目農業振興費について，深澤技監兼農政課長。 

○深澤産業経済部技監兼農政課長 ２目農業総務費につきましては，前年度比７.９％の減となっており，

農業行政に要する職員給与費が主なものでございます。減額の主な理由といたしましては，農業環境整備課

が所管していた農業集落排水事業が，令和３年度より上下水道局下水道部に移管されることに伴う職員定数

の減によるものでございます。 

 ３目農業振興費につきましては，前年度比２９.２％の減となっており，農業担い手支援経費における農

地中間管理機構による農地集積に係る補助金や，ページを返していただきまして，農業農村多面的機能維持

経費における活動組織への補助金，経営安定対策経費における農業経営体への補助金が主なものでございま

す。減額の主な理由といたしましては，経営安定対策経費における施設整備に係る農業経営体への補助金の

減などによるものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，４目畜産業費について，後藤農産振興課長。 

○後藤農産振興課長 ４目畜産業費につきましては，前年同額となってございまして，畜産業者へ行う畜産

環境対策や，配合飼料価格安定基金への積立てに対する補助が主なものでございます。 

 以上です。 

○大津委員長 次に，５目農地費及び６目地籍調査費について，三村農業環境整備課長。 

○三村農業環境整備課長 ５目農地費につきましては，前年度比７０.４％の減でございます。主な経費と

いたしましては，農道や排水路整備等の土地改良事業に要する経費でございます。減額の主な理由といたし

ましては，農業集落排水事業会計繰出金を１０目農業集落排水費に計上替えしたためでございます。 

 １５６，１５７ページをお開き願います。 

 ６目地籍調査費につきましては，前年度比７０.３％の減でございます。主なものといたしましては，笠

原地区において地籍測定及び地籍図原図作成などを実施してまいります。減額の理由といたしましては，地

籍調査は１年目に経費がかかる測量業務全般を実施し，２年目に経費のかからない図面作成等を実施する工

程で進めておりまして，令和３年度は２年目に当たることによるものでございます。 

 以上でございます。 
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○大津委員長 次に，８目水田農業対策費及び９目ふるさと農業推進費について，深澤技監兼農政課長。 

○深澤産業経済部技監兼農政課長 ８目水田農業対策費につきましては，前年度比２４.７％の増となって

おり，主食用米の需要に応じた生産と転作作物の推進に要する経費が主なものでございます。増額の主な理

由といたしましては，計画転作推進経費における麦，大豆の生産体制強化のための機械整備等に係る補助金

の増などによるものでございます。 

 ９目ふるさと農業推進費につきましては，前年度比３３.０％の減となっており，ふるさと農場，森林公

園の管理運営に要する経費が主なものでございます。減額の主な理由といたしましては，施設の修繕や林道

の改修に係る工事請負費の減などによるものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，１０目農業集落排水費について，三村農業環境整備課長。 

○三村農業環境整備課長 続きまして，１５８，１５９ページをお開き願います。 

 １０目農業集落排水費につきましては，農業集落排水事業会計繰出金でございまして，５目から計上替え

したため皆増でございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，２項林業費，１目林業振興費について，深澤技監兼農政課長。 

○深澤産業経済部技監兼農政課長 ２項林業費，１目林業振興費につきましては，前年度比４７.２％の増

となっており，森林樹木の防除を行う林業管理経費，森林の間伐や下刈り等を行う平地林保全整備事業が主

なものでございます。増額の主な理由といたしましては，林業管理経費における森林病害虫対策に係る委託

料の増などによるものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，３項水産業費，１目水産振興費について，後藤農産振興課長。 

○後藤農産振興課長 ページを返していただきまして，１６０ページ，１６１ページを御覧願います。 

 ３項水産業費，１目水産振興費につきましては，前年同額となってございまして，漁業協同組合が実施す

る増殖事業に対する補助金が主なものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，第７款商工費，１項商工費，１目商工総務費及び２目商工業振興費について，長谷川

参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 第７款１項商工費，１目商工総務費につきましては，対前年度比

３.１％の増でございます。主なものといたしましては，職員給与費のほか，計量事務費及び公設地方卸売

市場事業会計への繰出金でございます。増減の主な理由としましては，職員定数の増に伴う人件費の増加で

ございます。 

 続きまして，下段の２目商工業振興費につきましては，前年度比８.５％の増でございます。主なものと

いたしまして，商工業金融経費につきましては，自治金融における利子補給及び保証料補給のほか，創業融

資，小規模企業者向け融資に対する利子補給等に取り組んでまいります。 

 次ページにまいりまして，商業振興経費につきましては，商店街団体等への支援，創業間もない事業者へ
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の補助，まちなかのにぎわい創出事業に取り組んでまいります。中心市街地活性化推進経費につきましては，

水戸まちなかフェスティバル開催補助のほか，店舗事務所等開設に係る補助，中心市街地活性化基本計画

（第２次）の策定等に取り組んでまいります。工業振興経費につきましては，産業活性化コーディネーター

を引き続き配置するとともに，既存企業の販路拡大等の支援事業に取り組んでまいります。企業立地促進経

費につきましては，企業立地促進補助金など，必要に応じ活動に取り組んでまいります。増額の主な理由と

いたしましては，サテライトオフィス等の開設を促進する補助制度の創設や，誘致企業の新規予定案件の増

などによるものでございます。 

○大津委員長 次に，３目観光費について，小林観光課長。 

○小林観光課長 引き続き，１６２，１６３ページの下段でございます。３目観光費につきましては，前年

度比１３.７％の減でございます。主なものといたしまして，観光事業経費につきましては，観光ＰＲや弘

道館・水戸城跡周辺の魅力づくりの推進等に要する経費でございます。 

 次に，観光団体助成経費につきましては，水戸観光コンベンション協会や観光関連団体の支援等に係る経

費でございます。 

 続きまして，観光行事助成経費につきましては，水戸黄門まつりや梅まつりなど，各種観光祭りの開催に

係る経費でございます。観光施設整備事業費につきましては，観光案内板の整備に要する経費となっており

ます。物産紹介あっせん経費につきましては，３市の観光と物産展開催などに係る経費でございます。減額

の主な理由といたしまして，水戸黄門漫遊マラソンの広告料の所管替えや，常磐神社下のトイレの改修工事

が完了したことによるものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，４目駐車場費について，長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 １６４ページ，１６５ページの上段を御覧願います。 

 ４目駐車場費につきましては，前年度比６９.３％の減でございます。主なものといたしましては，市営

駐車場６か所の管理に係る経費でございます。減額の主な理由といたしましては，赤塚駅北口駐車場の償還

元金返済完了による駐車場事業会計繰出金の減などでございます。 

○大津委員長 次に，第９款消防費，１項消防費，１目常備消防費から４目水防費までについて，箕輪消防

総務課長。 

○箕輪消防総務課長 続きまして，１８６ページ，１８７ページをお開きください。 

 第９款消防費，１項消防費，１目常備消防費につきましては，前年度比１.６％の減でございます。主な

ものといたしましては，消防行政に要する職員給与費のほか，消防・救急・救助活動に要する経費や設備等

の維持管理に要する経費でございます。 

 続きまして，１８８ページ，１８９ページをお開きください。 

 ２目非常備消防費につきましては，前年度比３.３％の減でございます。主なものといたしましては，消

防団員講習費のほか，消防団員が出動した際の出動手当など消防団員の活動に要する経費や，消防車，消防

団詰所の維持管理に要する経費でございます。 

 下段の３目消防施設費につきましては，前年度比７６.７％の増でございます。主なものといたしまして
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は，説明欄３つ目の消防機械力整備事業費につきましては，高規格救急自動車及び消防車の更新に要する経

費となってございます。 

 ページを返していただきまして，１９０ページ，１９１ページをお開きください。 

 １つ目の消防水利整備事業費につきましては，４０トンの耐震性防火水槽の設置工事や消火栓設置などの

経費となってございます。２つ目の南消防署移転改築事業といたしましては，改築工事に要する経費等でご

ざいます。３つ目の緑岡出張所改築事業といたしまして，基本・実施設計業務委託に要する経費でございま

す。主な増額の理由といたしましては，南消防署移転改築事業に係る工事請負費などによるものでございま

す。 

 ４目水防費につきましては，前年度比７８.６％の減でございます。水防対策経費といたしまして，水防

資機材の購入や船外機の更新及び水防倉庫の維持管理に要する経費でございます。主な減額の理由としまし

て，大規模浸水被害時の救助能力の向上を図るため，水防装備品を整備する事業が完了したことによるもの

でございます。 

 説明は以上でございます。 

○大津委員長 次に，第１１款災害復旧費，１項農林水産施設災害復旧費，１目農業用施設災害復旧費につ

いて，三村農業環境整備課長。 

○三村農業環境整備課長 続きまして，２１８，２１９ページをお開き願います。 

 下段の第１１款災害復旧費，１項農林水産施設災害復旧費，１目農業用施設災害復旧費につきましては，

科目設定でございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，第２表継続費中第９款消防費について，箕輪消防総務課長。 

○箕輪消防総務課長 続きまして，２３６ページ，２３７ページをお開き願います。 

 継続費の調書について，御説明いたします。 

 中段の第９款消防費，１項消防費でございますが，南消防署移転改築事業につきましては，令和２年度か

ら令和４年度の３か年継続事業として実施する予定でございます。令和３年度の年割額は６億５,７００万

円でございます。総事業費につきましては，１６億２,０００万円となってございます。 

 次に，緑岡出張所改築基本・実施設計事業につきましては，令和３年度，令和４年度の２か年継続事業と

して実施する予定でございます。総事業費は３,７００万円，令和３年度の年割額は１,２００万円でござい

ます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，第３表債務負担行為中産業消防委員会所管分について，長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 ２４２ページ，２４３ページを御覧願います。 

 上から９段目でございます。中心市街地店舗，事務所等開設促進に係る債務負担につきましては，内装工

事完了までの期間を考慮し，中心市街地店舗，事務所等開設促進補助金に係る令和３年度から４年度までの

限度額を１,０００万円と設定するものでございます。 

 次に，サテライトオフィス等開設促進に係る債務負担につきましては，新たに創設予定のサテライトオ



－9－ 

フィス等開設促進補助金について，内装工事の完了までの期間を考慮し，令和３年度から４年度までの限度

額を１,０００万円と設定するものでございます。 

 次に，企業立地促進に係る債務負担でございますが，令和元年度に設定いたしました債務負担につきまし

て，令和３年度から４年度における支出予定額を定めるものでございます。さらに，企業立地に係る補助の

交付決定から事業所等の整備完了まで複数年を要することが見込まれることから，企業立地促進補助金に係

る令和３年度から６年度までの限度額を３億円と設定するものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，議案第３４号 令和３年度水戸市公設地方卸売市場事業会計予算について，執行部か

ら説明願います。 

 武田公設地方卸売市場長。 

○武田公設地方卸売市場長 議案書①の２２１ページを御覧願います。 

 市議会議案第３４号 令和３年度水戸市公設地方卸売市場事業会計予算につきましては，第１条で歳入歳

出予算の総額を，前年度比１４.２％減の９億２,１００万円とし，第２条で地方債を定めるものでございま

す。 

 内容につきましては，恐れ入りますが，議案書②の２９０ページ，２９１ページを御覧願います。 

 初めに，歳入でございますが，第１款使用料及び手数料，１項１目市場使用料につきましては，前年度比

１.６％の減としております。次に，２項１目市場手数料，そして第２款財産収入，１項１目財産貸付収入

につきましては，いずれも前年度と同額でございます。 

 ２９２ページ，２９３ページにまいりまして，第３款繰入金，１項１目一般会計繰入金，以下，下段の第

５款諸収入，２項１目雑入につきましては，いずれも記載のとおりとしております。 

 ２９４ページ，２９５ページにまいりまして，第６款市債，１項１目市場整備債につきましては，市場施

設の再整備事業に伴う市債でございます。 

 ページを返していただきまして，２９６ページ，２９７ページを御覧願います。 

 歳出でございますが，第１款卸売市場費，１項１目市場運営費につきましては，前年度比１４.８％の減

でございます。主なものといたしましては，施設の運営管理や維持補修のほか，再整備事業に要する経費で

ございます。 

 次に，下段の第２款公債費，１項１目元金と，ページを返していただきまして，２９８ページ，

２９９ページ上段の２目利子につきましては，地方債の償還元金と利子でございます。 

 次に，第３款予備費につきましては，記載のとおりでございます。 

 ページを返していただきまして，３００ページから３０９ページまでは給与費明細書でございます。後ほ

ど御参照をお願いいたします。 

 次に，３１０ページ，３１１ページにまいりまして，地方債に関する調書でございますが，令和元年度末

現在高，令和２年度末現在高見込額，令和３年度中増減見込額，そして令和３年度末現在高見込額につきま

しては，それぞれ記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 
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○大津委員長 次に，議案第３５号 令和３年度水戸市駐車場事業会計予算について，執行部から説明願い

ます。 

 長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 議案書①，２２５ページをお開き願います。 

 市議会議案第３５号 令和３年度水戸市駐車場事業会計予算につきましては，第１条で，歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１０億６,６００万円，第２条で，継続費の総額及び年割額を，第３条で，地方債の限度額

等を定めるものでございます。 

 概要につきましては，議案書②の令和３年度予算に関する説明書により御説明いたします。恐れ入ります

が，議案書②の３１６，３１７ページをお開き願います。 

 歳入でございますが，第１款使用料及び手数料，１項１目駐車場使用料につきましては，前年度比

９.１％の減となっております。 

 第２款国庫支出金，１項１目駐車場整備事業費国庫補助金につきましては皆増でございまして，（仮称）

水戸芸術館東地区駐車場整備事業に係る国庫補助金でございます。 

 第３款１項１目繰越金につきましては，前年度剰余繰越金でございます。 

 第４款諸収入，１項１目市預金利子，２項１目雑入につきましては，いずれも科目設定でございます。 

 次ページにまいりまして，第５款１項市債，１目駐車場整備事業債につきましては，（仮称）水戸芸術館

東地区駐車場整備事業債等を措置するものでございます。 

 次に，一般会計繰入金につきましては皆減でございまして，赤塚駅北口駐車場の償還元金返済完了による

ものでございます。 

 ３２０，３２１ページをお開き願います。 

 歳出でございます。第１款１項駐車場費，１目駐車場運営費につきましては，赤塚駅北口駐車場の運営に

係る経費でございまして，前年度比６.０％の減となっております。２目駐車場整備事業費につきましては，

（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業及び赤塚駅北口駐車場長寿命化整備事業に係る経費でございます。 

 第２款１項公債費につきましては，地方債の償還金利子でございます。 

 次ページにまいりまして，第３款諸支出金，１項繰出金につきましては，一般会計繰出金でございまして，

記載のとおりでございます。 

 第４款予備費につきましては，記載のとおりでございます。 

 さらに，ページを返していただきまして，３２４，３２５ページをお開き願います。 

 継続費に関する調書でございます。上段の（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業につきまして，工事

期間が長期にわたることから，３か年にわたる継続費の総額及び年割額を記載のとおり定めるものでござい

ます。 

 下段の水戸市赤塚駅北口駐車場管理運営に係る債務負担につきましては，指定管理者の新たな指定期間で

ある令和３年度から令和７年度までの管理運営に係る限度額を設定するものでございます。 

 続きまして，３２６，３２７ページをお開き願います。 

 地方債に関する調書でございます。（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業及び赤塚駅北口駐車場長寿
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命化整備事業によるものでございまして，令和元年度末現在高，令和２年度末現在高見込額，令和３年度中

増減見込額，令和３年度末現在高見込額につきまして，それぞれ記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，議案第３６号 令和３年度水戸市農業集落排水事業会計予算について，執行部から説

明願います。 

 三村農業環境整備課長。 

○三村農業環境整備課長 それでは，議案書①の２２９ページをお開き願います。 

 市議会議案第３６号 令和３年度水戸市農業集落排水事業会計予算につきましては，歳入歳出予算の総額

をそれぞれ７億４,７００万円と定めるものでございます。 

 内容につきましては，議案書②令和３年度予算に関する説明書により御説明いたします。 

 恐れ入りますが，３３２，３３３ページをお開き願います。 

 まず，歳入でございますが，第１款分担金及び負担金，１項負担金，１目加入者負担金につきましては，

前年度比８.２％の減でございます。 

 第２款使用料及び手数料，１項使用料，１目農業集落排水処理施設使用料につきましては，前年度比

０.２％の減でございます。２項手数料につきましては，督促手数料及び諸証明手数料でございます。前年

度比２１.８％の減でございます。減額の理由といたしましては，督促手数料において督促対象者が減少し

たことによるものでございます。 

 第３款県支出金，１項県補助金，１目農業集落排水事業費補助金につきましては，昨年度までに実施した

事業に対して県が補助するものでございまして，昨年度と同額でございます。 

 ページを返していただきまして，第４款財産収入，１項財産運用収入につきましては，基金利子収入及び

建物貸付料でございます。前年度比７.６％減でございます。 

 第５款繰入金，１項１目一般会計繰入金につきましては，前年度比２１.６％の増でございます。増額の

理由といたしましては，組織体制変更による人件費の増加及び減債基金繰入金の減少でございます。２項基

金繰入金，１目農業集落排水事業債減債基金繰入金につきましては，４２.９％の減でございます。 

 第６款１項１目繰越金につきましては，前年度剰余繰越金でございます。 

 ページを返していただきまして，第７款諸収入，１項１目市預金利子につきましては，科目設定でござい

ます。２項１目雑入につきましては，６０.９％の増でございます。増額の理由といたしましては，消費税

の還付でございます。 

 第８款１項市債，１目農業集落排水事業債につきましては，前年度比７０.３％の減でございます。減額

の理由といたしましては，建設事業費の減少でございます。 

 続きまして，３３８，３３９ページをお開き願います。 

 歳出でございますが，第１款１項１目農業集落排水事業費につきましては，施設の維持管理や整備，改修

事業に係る経費が主なもので，前年度比１３.４％の減でございます。 

 ページを返していただきまして，第２款１項公債費につきましては，地方債償還元金及び利子でございま

す。 
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 第３款につきましては，予備費でございます。 

 次の３４２ページから３５１ページまでは，給与費明細書でございます。後ほどお目通し願います。 

 続きまして，３５２，３５３ページをお開き願います。 

 地方債に関する調書でございますが，令和２年度末現在高見込額，令和３年度中増減見込額，令和３年度

末現在高見込額につきましては，それぞれ記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○大津委員長 次に，議案第４７号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）中第１表中歳出中第

６款（農林水産業費）中産業消防委員会所管分，第７款（商工費）及び第９款（消防費）並びに第２表継続

費補正中第９款（消防費）について，執行部から順次，説明願います。 

 初めに，第６款農林水産業費，１項農業費，３目農業振興費及び４目畜産業費について，後藤農産振興課

長。 

○後藤農産振興課長 市議会議案第４７号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）中産業消防委

員会所管分について，御説明いたします。 

 内容につきましては，議案書⑦令和２年度補正予算に関する説明書で御説明させていただきます。 

 恐れ入りますが，１８ページ，１９ページをお開き願います。 

 下段になります。第６款農林水産業費，１項農業費，３目農業振興費におきまして，国の補正予算を活用

いたしまして，経営安定対策経費において国産農産物供給力強靱化事業補助金４億円を補正し，農業用施設

整備等を支援してまいります。また，４目畜産業費におきまして，国の補正予算を活用し，畜産振興経費に

おいて畜産クラスター整備事業補助金１億３,０００万円を補正し，畜産用施設整備等を支援してまいりま

す。 

 以上です。 

○大津委員長 次に，第７款商工費，１項商工費，４目駐車場費について，長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 同じく議案書⑦の２０，２１ページをお開き願います。 

 第７款１項商工費，４目駐車場費につきましては，新型コロナウイルスの影響等により駐車場使用料収入

が減少していることから，駐車場事業会計への繰出金を２,７００万円増額するものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，第９款消防費，１項消防費，３目消防施設費について，箕輪消防総務課長。 

○箕輪消防総務課長 同じく議案書⑦の２２ページ，２３ページをお開きください。 

 下段の第９款消防費，１項消防費，３目消防施設費につきましては，南消防署移転改築事業の工事請負契

約等の契約額の決定等により，記載のとおり減額補正を行うものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，第２表継続費補正中第９款消防費について，箕輪消防総務課長。 

○箕輪消防総務課長 第２表継続費補正につきまして，御説明いたします。 

 議案書⑦の令和２年度補正予算に関する説明書により御説明をさせていただきます。 

 議案書⑦の３２ページ，３３ページをお開きください。 
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 継続費の調書の第９款消防費，１項消防費の南消防署移転改築事業につきましては，工事請負契約等の契

約額の決定等により，記載のとおり年割額の変更を行うものでございます。 

 ページを返していただき，３４ページ，３５ページ上段の総事業費に変更はございません。 

 恐れ入りますが，議案書⑥にお戻りいただき，９ページをお開きください。 

 第９款消防費，１項消防費の緑岡出張所改築基本・実施設計事業につきましては，事業の１年先送りによ

り削除したものでございます。こちらにつきましては，令和３年度当初予算に，令和３年度，令和４年度の

２か年継続事業として御提案させていただいております。 

 説明は以上でございます。 

○大津委員長 次に，議案第４８号 令和２年度水戸市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第２号）につ

いて，執行部から説明願います。 

 武田公設地方卸売市場長。 

○武田公設地方卸売市場長 議案書⑥の１５ページを御覧願います。 

 市議会議案第４８号 令和２年度水戸市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第２号）につきましては，

繰越明許費を定めるものでございます。 

 内容につきましては，恐れ入りますが，議案書⑦令和２年度補正予算に関する説明書の５０ページ，

５１ページを御覧願います。 

 繰越明許費調書でございますが，再整備事業に係る施設整備事業費について，関係機関との協議に日時を

要したため，繰越措置をするものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，議案第４９号 令和２年度水戸市駐車場事業会計補正予算（第２号）について，執行

部から説明願います。 

 長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 議案書⑥の１７ページをお開き願います。 

 市議会議案第４９号 令和２年度水戸市駐車場事業会計補正予算（第２号）につきまして，御説明いたし

ます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億５,１００万円とするものでございます。 

 内容につきましては，議案書⑦の令和２年度補正予算に関する説明書により御説明させていただきます。 

 恐れ入りますが，議案書⑦の５４ページ，５５ページをお開き願います。 

 歳入でございますが，第１款使用料及び手数料，１項１目駐車場使用料，第２款繰入金，１項１目一般会

計繰入金につきましては，新型コロナウイルスの影響により駐車場使用料収入が減少していることから，駐

車場使用料を２,７００万円減額し，一般会計繰入金を２,７００万円増額するものでございます。 

 下段の歳出につきましては，第１款１項駐車場費，１目駐車場運営費でございます。こちらにつきまして

も特定財源を２,７００万円減額し，一般財源を２,７００万円増額する財源補正でございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 次に，議案第５０号 令和２年度水戸市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）について，
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執行部から説明願います。 

 三村農業環境整備課長。 

○三村農業環境整備課長 それでは，議案書⑥の１９ページをお開き願います。 

 市議会議案第５０号 令和２年度水戸市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）につきまして，御説明

いたします。 

 第１条で繰越明許費を定めるものでございます。 

 内容につきましては，議案書⑦令和２年度補正予算に関する説明書で御説明させていただきます。 

 ５８，５９ページをお開き願います。 

 繰越明許費調書でございますが，管理事務費及び農業集落排水整備事業費につきまして，関係機関との協

議に日時を要したため，繰越措置をするものでございます。 

 以上でございます。 

○大津委員長 以上で，提出議案についての説明は終了しました。 

 次に，主要事業関係資料につきまして，これより順次，説明を願います。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 それでは，お手元にお配りしております産業経済部提出の令和３年度

主要事業関係資料の１ページをお開き願います。 

 資料番号１番のＵＪＩターン・若者定着応援事業につきましては，議案書②の令和３年度予算に関する説

明書１４８，１４９ページの労政事務費に係る事業でございます。予算額は３２７万円でございまして，若

い世代を中心として，本市への定着と就業機会の確保を図るものでございます。 

 主な内容といたしましては，市内企業，事業所を紹介するガイドブックを作成し，主に高校生，大学生を

対象に配付し，地元企業の情報発信に取り組んでまいります。また，コロナ禍における市内企業の人材確保

を支援するため，オンライン合同企業説明会への参加に係る費用を補助するほか，採用力向上セミナーを開

催してまいります。あわせて，茨城県やハローワーク等の関係機関と連携の下，就職面接会を開催するなど，

就業機会の確保を図ってまいります。 

○深澤産業経済部技監兼農政課長 引き続き，２ページをお開きください。 

 資料番号２，農地集積推進事業，予算額は３,１９２万３,０００円でございます。 

 農地中間管理機構を通じて農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより，担い手への農地集積を

図るものでございます。予算の内訳は，補助金及び人件費で，財源は県からの補助金及び県農林振興公社か

らの受託金でございます。集積地区といたしましては，３地区，約１１０ヘクタールを予定しております。 

 次に，３ページを御覧ください。 

 資料番号３，青年就農支援事業，予算額は１,５５４万９,０００円でございます。 

 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため，経営開始直後の新規就農者の経営確立を支援するもの

でございます。予算の内訳は，補助金及び推進事務費で，補助金につきましては，１人当たり１５０万円を

基本単価としており，経営主体が個人か夫婦か，また，農業所得の状況に応じて変動する制度となってござ

います。財源は，県からの補助金で，対象者は認定新規就農者１３名を予定しております。 

 次に，４ページをお開きください。 
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 資料番号４，地域おこし協力隊による地域農業活性化事業，予算額は７８４万６,０００円でございます。 

 令和２年度から任用した地域おこし協力隊員について，活動を通じて地域農業の活性化及び隊員の就農，

定着を図るものでございます。概要といたしましては，隊員数２名，活動内容は，那珂川沿岸畑作地域にお

けるネギ農家での農作業支援，山根地区における果樹農家での農作業支援，農産物のＰＲやイベント等によ

る販売促進活動を予定しております。予算の内訳は，隊員の人件費等及び活動に要する需用費等で，財源の

うち一般財源については，特別交付税措置の対象となります。 

 次に，５ページを御覧ください。 

 資料番号５，農業経営継承支援事業，予算額は１２０万円，新規事業でございます。 

 後継者のいない認定農業者等による経営の第三者継承に向けた取組を支援し，地域農業の維持を図るもの

でございます。概要といたしましては，経営の第三者継承を予定している認定農業者等に対し，被継承予定

者の研修等に要する経費について，研修生１人当たり月１０万円を補助するものでございます。 

 以上でございます。 

○後藤農産振興課長 続きまして，６ページ，資料番号６でございます。 

 水戸の梅産地づくり事業につきましては，予算額３３０万円でございます。観梅などで定着している水戸

の梅ブランドに加え，食用梅の生産を増やし，加工，販売に取り組むことで，見てよし食べてよしの梅のブ

ランド力をさらに向上させ，農業者の所得安定につなげるものでございます。 

 主な内容でございますが，県の補助金を活用いたしまして，ジョイント栽培用の圃場整備に対しまして支

援を行ってまいります。また，加工業者と連携して，梅のお菓子や梅酒，梅干しの加工及び販売の支援を

行ってまいります。今後も水戸市の農産物の地域ブランドの代表格となる水戸産梅ふくゆいの生産加工販売

を支援し，本市の魅力向上を図ってまいります。 

 続きまして，資料番号７でございます。有害鳥獣対策事業につきましては，予算額５８０万円でございま

す。有害鳥獣のイノシシやハクビシンによる農作物被害を軽減し，農業経営の安定を図るものでございます。

捕獲関係では，これまで猟友会水戸市部の協力を得ながら有害鳥獣の一斉捕獲を春と秋に実施してきたとこ

ろであり，一定の成果を上げております。また，近年は被害の広域化や人的被害も懸念される目撃情報が増

えていることから，一斉駆除の期間を昨年に引き続き９０日といたしております。また，イノシシの侵入防

止のための電気防護柵の設置経費を支援することで，一層の被害防止に努めてまいります。 

 次に，資料番号８です。学校給食における地場農産物の活用促進事業につきましては，予算額

４,５００万円であります。学校給食における地場農産物の活用を促進することによりまして，農業の振興

と地産地消，食育の推進を図ることを目的としてございます。内容といたしましては，学校給食において，

水戸ならではの特色ある魅力的な献立に旬の地場農産物を提供するものでございます。これまでの事業実施

により，食材の質の向上や米粉パン，納豆の回数を増やし，また，一部の学校では，水戸産の果物が提供さ

れるなど，年々献立の充実が図られてまいりました。今年度は，これらＭＩＴＯごはんと呼ばれております

取組を年２０回予定しておりまして，さらに新たなメニューの開発などを行いながら，給食だより等を通じ

て，児童，生徒や保護者に地産地消や農業への理解を深めてもらう取組を進めてまいります。 

 次に，資料番号９でございます。強い農業・担い手づくり総合支援事業につきましては，予算額
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１,５００万円でございます。産地の収益力強化と担い手の経営安定を推進するため，農業経営体の規模に

応じて必要な農業用機械や施設の導入を支援していくものでございます。地域担い手育成支援タイプ，先進

的農業経営確立支援タイプは，地域農業の担い手の育成，確保を図る目的で，それら中心的経営体の経営発

展を支援するものでございます。 

 続きまして，１０ページ，資料番号１０でございます。儲かる水田農業支援事業につきましては，予算額

８７０万円でございます。米，麦，大豆等の土地利用型作物について，スマート農業の実践や省力化が必要

な先端技術の導入など，生産性向上に資する機械や施設の整備に対して支援するものでございます。事業内

容といたしましては，農業団体が大豆の乾燥機及び色彩選別機を，農業法人が米の乾燥機をそれぞれ整備す

るため支援するものでありまして，補助率は３分の１で県の事業を活用し，実施してまいります。 

○三村農業環境整備課長 続きまして，１１ページを御覧願います。 

 資料番号１１，県営土地改良事業につきましては，予算額７,０００万円でございます。農業生産性の向

上及び農業経営の安定を図るため，圃場や農業用用排水路など，農業の持続的発展を支える基盤の整備を実

施するものでございます。事業内容につきましては，県営土地改良事業に５,９９０万円であり，こちらの

内訳につきましては記載のとおりでございます。また，推進事業で，柳河地区に１００万円，負担金として

計上してございます。また，三原地区，藤井地区，下国井地区において，経営体育成等促進計画書を作成し

てまいります。 

 なお，参考までに，１２ページに箇所図を掲載しておりますので，後ほどお目通し願います。 

 続きまして，１３ページ，資料番号１２を御覧願います。 

 県単土地改良事業につきましては，予算額１,０７０万円でございます。この事業は，農業生産性の向上

及び農業経営の安定を図るため，農業基盤の総合的な整備を実施するものでございます。事業の内容につき

ましては，岩根地区において農道整備事業，下大野地区において水路整備事業を実施してまいります。 

 なお，参考までに，１４ページに箇所図を掲載してございますので，後ほどお目通し願います。 

 続きまして，１５ページ，資料番号１３を御覧願います。 

 市単土地改良事業につきましては，予算額２,８２０万円でございます。農業生産性の向上及び農業経営

の安定を図るため，農業用用排水路などの小規模な農業用施設を整備するものでございます。主な内容につ

きましては，全隈地区や木葉下地区において排水路整備事業を実施するとともに，宮脇池の環境保全に取り

組んでまいります。 

 また，土地改良事業補助金につきましては，土地改良等を実施する事業に対して補助するものでございま

す。 

 なお，参考までに，１６ページに箇所図を掲載してございますので，後ほどお目通し願います。 

○深澤産業経済部技監兼農政課長 続いて，１７ページを御覧ください。 

 資料番号１４，林業費で実施するナラ枯れ対策事業，予算額は１,０００万円，新規事業でございます。

森林公園内で発生しているナラ枯れ被害の拡大を防止するため，被害状況の調査及び防除作業を実施するも

のでございます。 

 (1)のナラ枯れについてでございますが，ナラ枯れは，ナラ類等の樹木を枯らす樹木の伝染病で，この被
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害は全国に拡大しており，昨年１１月には，水戸市森林公園内でも確認されました。(2)の事業内容でござ

いますが，被害調査につきましては，ドローンを用いた空撮による状況の確認及び現地調査を森林公園約

１０８ヘクタールにおいて実施いたします。防除作業につきましては，被害調査によりナラ枯れと特定され

た被害木を伐倒薫蒸により処理いたします。この財源としては，森林環境譲与税を活用してまいります。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 続きまして，１８ページを御覧願います。 

 資料番号１５，水戸まちなかフェスティバル開催事業につきましては，予算額８００万円でございます。

国道５０号を主会場に，各種団体等から構成される実行委員会において企画した様々な催しを行うもので，

第１０回目となる令和３年度は，感染症対策を徹底した上で，９月下旬頃に開催する予定でございます。 

 次に，１９ページを御覧願います。 

 資料番号１６，まちなか空き店舗対策事業につきましては，予算額８００万円でございます。水戸市中心

市街地活性化基本計画で定める都市中枢ゾーン及び下市地区のハミングロード沿道を対象に，空き店舗への

新規出店に対する補助を行うものであります。補助対象経費は改装費とし，補助率は２分の１，上限額を店

舗面積や営業開始時間に応じて３０万円から１００万円と設定いたしまして，空き店舗の解消を図ってまい

ります。 

 次に，２０ページを御覧願います。 

 資料番号１７，中心市街地店舗，事務所等開設促進事業につきましては，予算額２,０００万円でござい

ます。補助対象経費は改装費及び償却資産取得費でございます。補助率は３分の１，上限額は店舗面積に応

じて２００万円から５００万円としております。このほか，新たな市民雇用が３人以上あった場合は

１００万円を加算し，最大６００万円を補助するものでございます。 

 続きまして，２１ページを御覧願います。 

 資料番号１８，新規事業になります。サテライトオフィス等開設促進事業につきましては，予算額

１,５００万円でございます。コロナ禍における企業の地方移転や移住促進を図るため，市内企業が設置す

るサテライトオフィスの新規開設を支援するものであります。対象区域は市内全域としまして，補助対象経

費は改装費，償却資産取得費及びオフィスの引っ越しに係る経費でございます。補助率は３分の１，上限額

は５００万円とし，移住者が３人以上あった場合は１００万円を加算し，最大６００万円を補助するもので

ございます。 

 続きまして，２２ページを御覧願います。 

 資料番号１９，企業誘致促進事業につきましては，予算額９,０００万円でございます。補助額最大２億

５,０００万円の支援制度及び税の課税免除制度を活用し，企業誘致コーディネーターによる積極的な誘致

活動を展開し，企業立地を促進するものでございます。 

 ２３ページを御覧願います。 

 これまでも議会等で御指摘をいただいております用地不足の課題や対応を図るため，新たな用地確保策と

して市街化調整区域における立地要件を緩和することといたしましたので，御報告いたします。具体的な手

法といたしまして，市街化調整区域における開発行為の許可制度として，都市計画法第３４条第１４号の規

定に基づく開発審査会の提案基準を新たに制定し，基準を満たす場合には開発審査会の審議を経た上で，市
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街化調整区域における立地を許可することとし，令和３年４月１日から施行するものでございます。 

 提案基準の主な内容でございますが，誘致施設につきましては，製造業，運輸業，卸売業などの用に供す

る工場施設，流通業務施設，または研究開発施設であること及び準工業地域において建設可能な施設である

こととしております。また，申請地等につきましては，高速自動車国道等の水戸，水戸南，茨城町東の３つ

のインターチェンジ，または米沢工業団地を除く工業地域から半径１キロメートルの区域内にあることのほ

か，道路幅員９メートル以上の国道，県道，または市道に接していること，開発面積が０.３ヘクタール以

上５ヘクタール未満であることなどとしております。今後，新たな制度の積極的な周知も図りながら，さら

なる企業立地を促進してまいります。 

○小林観光課長 続きまして，２４ページを御覧願います。 

 資料番号２０，観光まつり開催事業につきましては，議案書②の１６３ページ，観光行事助成経費に係る

事業でございます。予算額は５,５７０万円でございまして，コロナ時代に対応しながら黄門まつりや梅ま

つりなどの開催により，観光誘客の促進を図ることを目的といたしまして，各種祭りの実行委員会等に対し，

補助を行うものでございます。各祭りの補助額につきましては，記載のとおりとなっております。 

 ページを返していただきまして，２５ページを御覧願います。 

 資料番号２１，弘道館・水戸城跡周辺の魅力づくりの推進につきましては，観光事業経費に係る事業でご

ざいます。予算額は７００万円でございまして，主な内容といたしましては，地域の住民の皆様や関係団体

等で組織された，古の水戸城址復興記念事業運営委員会に対し補助を行い，水戸城大手門や二の丸角櫓等の

歴史的な建造物や景観整備の完成にあわせ，官民協働で実施される記念事業を支援するものでございます。

水戸ならではの歴史や文化，伝統といった魅力を発信し，観光振興を図ってまいります。 

 また，弘道館・水戸城跡周辺地区のさらなる魅力向上に向けまして，新たな補助制度の創設やマップ等を

用いて観光客等の回遊性促進にも取り組んでまいります。 

 ページを返していただきまして，２６ページを御覧願います。 

 資料番号２２，体験・交流型観光の充実につきましては，同じく観光事業経費に係る事業でございます。

予算額は１２０万円でございまして，旅行会社等に対し，体験プログラムの積極的な情報発信に努めるとと

もに，事業者等との連携の下，偕楽園や弘道館など歴史的資源を生かし，水戸でしか味わうことのできない

体験・交流型観光の充実を図ってまいります。 

 続きまして，２７ページを御覧願います。 

 資料番号２３，広域観光（県央地域魅力発信等）の推進事業につきましては，観光団体助成経費に係る事

業でございます。予算額は６７２万６,０００円でございまして，定住自立圏共生ビジョンに基づき，水戸

市と周辺の８市町村で構成する，いばらき県央地域観光協議会によりまして，土産品の販売イベントをはじ

め，観光キャンペーンなどの開催やホームページ等を活用したＰＲなどを行う県央地域魅力発信事業や，各

市町村の魅力あふれる観光資源を周遊するツアーの実施など，周遊型観光の推進事業に取り組んでまいりま

す。また，令和３年度は，ビジョン計画の最終年度でありますことから，これまで実施したマーケティング

調査の効果検証を行うとともに，新たなマーケティングの調査にも取り組んでまいります。 

○武田公設地方卸売市場長 続きまして，２８ページの資料番号２４を御覧願います。 
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 市場再整備事業につきましては，予算額は４億５,９００万円でございます。公設地方卸売市場再整備計

画１期５か年実施計画に基づき，市場の機能強化に向けた再整備を推進するものでございます。主な内容と

いたしましては，施設再整備工事として，水産棟と関連商品売場棟においてトイレの改修を進めるほか，青

果棟において売場照明の改修などに取り組んでまいります。また，施設再整備実施設計委託といたしまして，

水産物部門において荷さばき所整備実施設計を進めるほか，花き部門において加工施設整備実施設計などに

取り組んでまいります。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 続きまして，２９ページを御覧願います。 

 資料番号２５，（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業につきましては，予算額８億４,０２０万円で

ございます。新市民会館の来館者及び周辺施設の使用者の利便性向上を図るため，市営駐車場を建設するも

のでございます。主な内容としましては，市営駐車所整備に当たっての工事監理委託及び建築物工事，用地

買戻しを行うものでございます。 

○三村農業環境整備課長 続きまして，３０ページ，資料番号２６を御覧願います。 

 農業集落排水整備事業につきましては，予算額４,３００万円でございます。この事業は，農業用用排水

の汚濁防止により農業生産性の向上と農村生活環境の改善を図るため，農村地域において，し尿，生活雑排

水などの汚水処理施設を整備するものでございます。事業内容といたしましては，上国井地区処理施設の機

能強化対策事業や管路整備事業を実施してまいります。 

○後藤農産振興課長 ３１ページでございます。資料番号２７，国産農産物供給力強靱化事業につきまして

は，予算額４億円でございます。この事業では，産地や実需者が連携して輸入農産物から国産に切り替え，

継続的，安定的な供給を図るための体制整備を支援し，新型コロナウイルスにより顕在化した新たな需要に

対応する施設整備等を支援するものでございます。事業内容といたしましては，パプリカ栽培温室及び養液

潅水システムの整備等を支援するものでございまして，補助率２分の１の国の補助事業でございます。 

 ページを返していただきまして，資料番号２８でございます。畜産クラスター整備事業につきましては，

予算額１億３,０００万円でございます。この事業は，畜産クラスター計画を策定した地域において，中核

的な経営体に対し，収益力強化に必要な施設整備等を支援するものでございます。事業内容といたしまして

は，養鶏農場のほうにウインドレス鶏舎及びケージシステムの整備を支援するものでございます。補助率

２分の１の国補事業でございます。 

○石田消防本部参事兼救急課長 それでは，消防本部提出の令和３年度主要事業関係資料に基づきまして，

御説明をいたします。 

 １ページをお開き願います。 

 資料番号１の応急手当普及啓発事業につきましては，予算額９６８万円でございます。事業の目的でござ

いますが，年間を通じて応急手当講習会を開催し，救命率のさらなる向上を目指すものでございます。事業

の経緯でございますが，平成１６年からＡＥＤの使用が一般市民に認められたことなどを踏まえ，平成

１９年から水戸地区救急普及協会に事業を委託いたしました。事業の実績でございますが，昨年は新型コロ

ナウイルスの影響により，４月から８月までの間，講習会を中止しておりましたので，前年の約半数の

２００回開催，５,３２９人の受講となりました。今後におきましても，国や県の緊急事態宣言や感染の指
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標などの状況に応じた断続的な開催となりますが，感染防止対策を十分に講じて実施してまいりたいと考え

ております。 

 続きまして，２ページをお開き願います。 

 資料番号２，ワークステーション型ドクターカーシステム事業につきましては，予算額１,０１８万

６,０００円でございます。事業の目的でございますが，ドクターカーの運用による早期医療の介入と実践

的な病院実習による救急隊員の質の向上を図るものでございます。事業の経緯でございますが，平成３年

１月に国立水戸病院と試行的な運用を開始し，翌年にはドクターカーを購入し，本格的に運用を開始いたし

ました。平成１６年には，国立水戸病院の茨城町移転に伴い，新たに水戸済生会総合病院と業務の契約を締

結し，運用を開始したところでございます。業務内容につきましては２つございまして，１つは重症度の高

い事案にドクターカーを出動させることと，新人救命士の教育や救命士の特定行為の病院研修による救急力

の向上を図るものでございます。出動の状況でございますが，過去５年の平均で９０９件と，多くの出動が

ございました。今後も傷病者の後遺症の軽減と救命率の向上を目標として，適切な運用に努めてまいります。 

○櫻井火災予防課長 続きまして，３ページをお開きください。 

 資料番号３，火災予防広報啓発事業につきまして御説明いたします。 

 予算額は５２万５,０００円でございます。事業目的につきましては，火災予防対策の推進のための住宅

用火災警報器の設置促進及び維持管理，類似火災を防止するための火災調査の実施，また，各地区防災訓練

を通じた予防広報の啓発を図るものでございます。事業内容でございますが，火災予防広報業務につきまし

ては，市民に対して市内各地区での防災訓練や事業所研修会等での消火器取扱いなどを体験していただき，

火災の怖さ，初期対応の重要性を啓発してまいります。また，住宅用火災警報器の設置促進や維持管理の重

要性の周知をはじめとした広報パンフレットの配布により，火災予防広報を実施するものでございます。訓

練用として，水消火器や広報用パンフレットなどを購入してまいります。次に，火災調査業務につきまして

は，出火原因を究明することにより消火活動の資料とするとともに，効果的な火災予防対策とするために実

施するものでございます。調査用機材として，カメラや巻尺などを購入してまいります。 

 続きまして，４ページをお開きください。 

 資料番号４，民間防火組織育成事業につきまして御説明いたします。 

 予算額１９４万４,０００円でございます。事業目的につきましては，市民の中から防火意識の高揚を図

るため，民間防火組織の育成を支援するものでございます。事業内容につきましては，初めに女性防火クラ

ブ連合会活動事業でございますが，女性防火クラブは家庭や地域から火災をなくすことを目的に火災予防思

想の普及啓発活動を実施しております。主な活動内容としましては，火災予防運動期間中の街頭広報や各地

区防災訓練への参加，火災予防に関する研修の実施などを行ってまいります。予算額は１５０万円で，市内

３２クラブに会議費や研修費等といった活動助成金として，各クラブの会員数に応じて補助をしているとこ

ろでございます。次に，幼年消防クラブ育成事業でございますが，幼年消防クラブは市内３５の保育園で結

成されており，幼児期からの防火思想の普及活動を実施しているところでございます。主な活動内容として，

火災予防運動期間中の防火はっぴを着用しての登園や，様々なイベントでの街頭広報に参加をしているとこ

ろです。予算額４４万４,０００円で防火はっぴ，まとい等を購入し，活動を支援しているところでござい



－21－ 

ます。 

 ５ページ，６ページに女性防火クラブ，幼年消防クラブの一覧表を掲載してございますので，後ほどお目

通し願います。 

○箕輪消防総務課長 続きまして，７ページ，資料番号５を御覧願います。南消防署移転改築事業につきま

しては，予算額は６億５,７００万円でございます。南消防署は昭和５２年に建設されてから４３年が経過

し，老朽化が進行している状況でございます。現在地は，消防庁舎の規模としては狭あいな敷地でございま

すので，移転改築し，消防体制及び防災機能の強化を図るものでございます。本事業につきましては，令和

４年度中の竣工を目指し，令和２年度から改築工事を継続して実施するものでございます。令和３年度事業

の内容といたしまして，造成，外構を含む改築工事及び工事監理業務を委託するものでございます。予算の

内訳につきましては，工事費に６億４,０００万円，ほか委託料などを含む予算額は６億５,７００万円を計

上してございます。工事費内訳につきましては，記載のとおりとなってございます。 

 なお，工事費及び委託料につきましては，令和４年度までの３か年継続事業として実施する予定でござい

ます。総事業費は１６億２,０００万円でございます。建設地につきましては，水戸市元吉田町５３２－

１ほかで，水戸南高校と市立白梅保育所の隣接地でございます。敷地面積は３,３６５.０３平方メートルで

あります。 

 ページを返していただきまして，８ページの配置図でございますが，配置図中央の計画建物が消防庁舎で，

庁舎南側，図面上左側に訓練スペース，庁舎北側に附属棟を配置してございます。 

 ７ページにお戻りいただきまして，施設概要といたしまして，構造は鉄筋コンクリート造３階建てで免震

構造でございます。延べ床面積は別棟を含めまして２,０５５.９２平方メートルであります。諸室につきま

しては，資料記載のとおりとなってございます。資料の９ページに，庁舎全景のパース図を参考として添付

してございます。後ほどお目通し願います。 

 次に，１０ページを御覧願います。 

 資料番号６，緑岡出張所改築事業につきましては，予算額１,８００万円でございます。緑岡出張所は昭

和４８年に建設され，施設全体の老朽化が進行している状況であります。また，現庁舎自体が手狭であり，

救急仮眠室は平成１８年からプレハブの別棟で対応している現状がございます。このことから，出動準備室

や救急消毒室，女性職員用の諸室等を配置した庁舎への改築を実施するもので，令和３年度は基本設計を行

うものでございます。予算の内訳につきましては，基本・実施設計業務委託に１,２００万円，地質調査業

務委託に６００万円を計上してございます。基本・実施設計につきましては，令和３年度と令和４年度の

２か年の継続事業で，総事業費は３,７００万円でございます。 

 緑岡出張所の所在地でございますが，１１ページの案内図，配置図をあわせて御覧いただきたいと存じま

す。案内図の上側が北側で，県庁方面となってございます。現在地は，幹線道路に面しておりまして，出動

しやすい場所ではありますが，狭あいな敷地でございますので，令和元年１２月２４日に隣接する土地を取

得したところでございます。配置図を御覧いただき，取得地は庁舎東側の隣接地でございます。資料の

１０ページにお戻りいただきまして，敷地面積についてでございますが，取得地を含めまして

１,９８３.９７平方メートルでございます。 
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 緑岡出張所の消防体制でございますが，配置部隊といたしましては，消防隊が１隊，救急隊が１隊の合計

２隊でございます。配置車両は，水槽付消防ポンプ自動車１台，高規格救急自動車１台の合計２台，配置人

員は２１名で，隔日勤務体制となってございますので，１当直の勤務人員は７名となってございます。 

 以上でございます。 

○植木消防救助課長 続きまして，１２ページをお開きください。 

 資料番号７の消防機械力整備事業につきましては，予算額７,９８０万円でございます。事業の目的でご

ざいますが，災害活動の円滑なる遂行を確保するため，使用状況や老朽化により機能が低下する消防車両等

を計画的に更新し，消防機械力を強化するとともに，万全な消防体制の確立を図ることが目的でございます。

事業内容につきましては，南消防署及び赤塚出張所に配備する高規格救急自動車２台を更新するものでござ

います。予算額６,０００万円でございます。もう１台は，第１９分団に配備する消防ポンプ自動車を更新

するものでございます。予算額１,９８０万円でございます。各車両の経過年数，走行距離につきましては，

令和３年３月１日現在のものでございます。参考の車両更新基準一覧表を後ほど御参照ください。 

 次に，資料番号８の消防水利整備事業につきましては，予算額５,５９０万円でございます。事業の目的

でございますが，火災等における消防活動の円滑化のため，消防水利を地域の実情に応じて計画的に整備し

てまいります。耐震性貯水槽については，阪神・淡路大震災，東日本大震災時に断水が発生して，消火栓が

使用不能になった教訓から，消火栓が使用不能時の消防水利を確保するものとして計画的に整備するもので

ございます。事業内容につきましては，主なものでございますが，耐震性貯水槽設置工事，予算額

２,６００万円でございます。毎年４か所の地域に設置しており，来年度は，新たに千波町，笠原町，本町

１丁目，牛伏町の地域に設置予定でございます。消火栓設置費でございますが，予算額２,７８０万円でご

ざいます。消火栓を２４か所設置する予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

○大津委員長 以上で，主要事業関係資料の説明は終了しました。 

 黒木委員。 

○黒木委員 すみません，資料をちょっといただきたいんですが，まず，１点目に，議案第３０号，消防本

部を消防局にするということで，本会議でも答弁されていましたけれども，県内の消防局，あと中核市で局

になっている状況の詳細を教えていただければと思います。 

 ２点目は，議案第５０号のうち第７款１項２目商工費のまちなか空き店舗対策事業，これ継続してやられ

ている事業ですが，同じく，中心市街地店舗，事務所等開設促進事業，これらのこれまでの事業費と実績を

提出いただければと思います。 

 ３点目ですが，今回ちょっと大きな金額で予算に上がっている（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業

に関してですが，芸術館横の駐車場ですね，年度ごとの事業金額と事業内容を提出いただきたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○大津委員長 そのほかに資料請求はございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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○大津委員長 では，確認をさせていただきます。 

 ただいま，黒木委員から請求のありました消防局の県内の状況と中核市の状況，それと，まちなか空き店

舗対策事業と中心市街地店舗，事務所等開設促進事業のこれまでの事業費や実績，それと，駐車場整備事業

の年度ごとの事業の部分に関しての資料を委員会として執行部に対し，提出を求めたいと思いますが，いか

がでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大津委員長 御異議なしと認め，執行部のほうは次回の委員会に提出をよろしくお願いいたします。 

 それでは，本日の委員会はこの程度をもって散会したいと思います。 

 なお，明日の委員会は午前１０時に開会したいと思いますので，よろしくお願いします。 

 以上をもちまして，本日の産業消防委員会を散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午前１１時３６分 散会 

 


